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みんなで考えよう！協働のまちづくり

～住民自治基本条例（仮称）の制定に向けて～～住民自治基本条例（仮称）の制定に向けて～
　本市では、市民のみなさんが主役の「協働」によるまちづくりを推進する　本市では、市民のみなさんが主役の「協働」によるまちづくりを推進する
ため、「住民自治基本条例（仮称）」の制定に向けて取り組みを進めています。ため、「住民自治基本条例（仮称）」の制定に向けて取り組みを進めています。
　この条例は、自治体運営の基本的な理念や仕組みなどを定めるものであり、　この条例は、自治体運営の基本的な理念や仕組みなどを定めるものであり、
まちづくりの最も基本となる条例です。まちづくりの最も基本となる条例です。

　近年の社会情勢の変化とともに、ライフ
スタイルの変化や価値観の多様化により、
様々な地域の課題が生じています。憲法や
地方自治法、各種の法律・条例だけでは、
住民のニーズに応える多様な行政サービス
を提供することや、地域の課題を解決する
ことが難しくなってきています。
　また、平成 12 年 4 月より、地方分権一
括法が施行され、市町村には、自己責任・
自己決定による自立的な行政運営が求めら
れています。これからの自治体運営は、地
方自治の主人公である市民を主体とする
「住民自治」の充実を図ることが重要です。
　このため、本市では、市役所内にプロジ
ェクトチーム設置準備会を設け、「住民自
治基本条例（仮称）」についての調査・研
究を進めるとともに、出前説明会を開催す
るなど、条例の制定に向け、市民のみなさ
んの認識を深め、気運を高める取り組みを
行っています。現在、市民を中心とする、「み
んなでつくる住民自治基本条例検討委員会
（仮称）」の設置について、準備を進めてい
ます。
　今後も、市報などで「住民自治基本条例
（仮称）」の検討状況や協働のまちづくりの
事例などについてご紹介していきます。
　市民のみなさんのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。問い合わせ先　

市役所本庁舎協働推進課
（0857）20-3181 （0857）21-1594

電子メール　kyodosuishin@city.tottori.tottori.jp

日　時　平成 18年 11 月 12日（日）
　　　　午後 1：30～ 3：45
ところ　国府町中央公民館　ホール

出前説明会を開催していますので、
お気軽に連絡してください。
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横浜市役所で26年間政策づくりを担当
研究分野：現代地方自治（自治体公共政策
　　　　　／NPO・協働／政策法務）
所属学会：自治体学会、日本NPO学会
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　「住民自治基本条例とは何か？ーその意味と制定の背景ー」
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